
 

女性の活躍に関する情報公表（学校法人千葉明徳学園） 

 

 

１．女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

（１）管理職に占める女性労働者の割合（令和 7年 3月現在） 

区分 女性労働者の割合 

全労働者 37.5％ 

 

（２）男女の賃金の差異 

区分 
男女別賃金の差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全労働者 68.6％ 

正規雇用労働者 82.5％ 

非正規雇用労働者 80.9％ 

※ 対象期間     － 令和 6年度（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

※ 正規雇用労働者  － 雇用期間に定めのない教職員 

※ 非正規雇用労働者 － 期限付雇用教職員、パートタイム、アルバイト等 

※ 対象とする賃金  － 通勤手当を除く給与・賞与の額 

※ 差異についての補足説明 

  本学では、男女の賃金の差異はありません。正規労働者のうち男性が 50.3％、女性が 49.7％、非正

規労働者のうち男性が 15.6％、女性が 67.3％を占めており、勤務形態により男女間の人数や年齢構成

に差があることから、賃金の差異が生まれている。 

 

２．職業生活と家庭生活との両立について 

（１）年次有給休暇取得率（令和 5年 4月～令和 6年 3月） 

区分 年次有給休暇取得率 

全労働者 57.8％ 

正規雇用労働者 55.2％ 

非正規雇用労働者 63.2％ 

 


